
重度心身障害者介護慰労金のお知らせ
　日常生活において介護を必要とする障害者（児）の方を在宅で介護されているご家族のうち、主に介
護にあたる方に慰労金を支給します。

〈
稲
敷
広
域
消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ
〉

熱
中
症
を
防
ぐ
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　
こ
れ
か
ら
暑
い
夏
が
や
っ
て
き
ま
す
。
稲
敷
広
域
消
防
本
部
で
は
、

令
和
４
年
中
に
熱
中
症
の
傷
病
者
を
1
9
3
人
搬
送
し
ま
し
た
。
熱

中
症
は
予
防
法
を
知
れ
ば
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
こ
で
、
熱
中
症

を
防
ぐ
4
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

　
１　
こ
ま
め
な
水
分
・
塩
分
補
給

　
喉
が
渇
い
た
と
感
じ
る
前
に
水
分
・
塩
分
補
給
を
実
施
し
て
く

だ
さ
い
。

２　
暑
さ
を
避
け
る
。

　
適
切
に
冷
房
を
使
用
し
、
外
出
時
は
日
傘
の
使
用
や
帽
子
の
着

用
な
ど
、
暑
さ
を
避
け
る
工
夫
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
為
に
、冷
房
時
に
も
換
気
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

３　
暑
さ
に
負
け
な
い
体
力
を
つ
け
る
。

　
日
頃
か
ら
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
を
摂
る
こ
と
や
、
体
力
づ
く

り
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

４　
マ
ス
ク
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
熱
中
症
を
防
ぐ
た
め
に
外
す

　
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
の
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
、
楽
し
い
夏
を
過
ご
し
て
く
だ
さ

い
！

▼
問
い
合
わ
せ
先　
稲
敷
広
域
消
防
本
部　
救
急
課

　
龍
ケ
崎
市 

3
5
7
1
‐
1　
☎ 

0
2
9
7
‐
６４
‐
3
8
4
6

令和５年度　低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、臨時特別的な給付金を給付します！国の給付金

■支給対象者　下記の①もしくは②に当てはまる方　（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
①令和４年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金（前回の給付金）の支給対象者であった方

（申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方）
②令和５年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障害児の場合、20 歳未満）を養育する父母等で、
住民税（均等割）が非課税の方、または令和５年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

（※令和６年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）

問い合わせ先　子育て支援課　☎ ６８－２２１１（内線 144）

ひとり親世帯以外分

■支給対象者
①令和５年３月分の児童扶養手当受給者の方　→支給しました！
②公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給していることにより、令和５年３月分の
児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になって
いる方

（※令和６年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）

■受給手続
◇支給対象者の①に該当する方
・申請不要です。
・対象者の方には、児童扶養手当を支給している口座に５月下旬に振り込みました。
◇支給対象者の②③に該当する方→→→→→申請が必要です。
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、子育て支援課へ申請して　　　
ください。
詳しくは、町公式ホームページをご覧ください。申請書の様式もダウンロードできます。

公的年金を受給又は所得制限
により児童扶養手当を受給さ
れていない方も対象となる場
合がありますので、ご相談く
ださい！

ひとり親世帯分
支給対象者
在宅で重度心身障害者を介護している家族のうち、主として介護に当たる方で令和 5年 4月 1日現在利根町に住
民登録がある方

※�ただし、前年度中に重度心身障害者の方が障害者総合支援法による福祉サービスを利用している場合や、90日を
超えて病院に入院している場合は、対象となりません。

重度心身障害者とは
・�①～④のいずれかに該当し、常時寝たきりの状態、または、食事・排泄および寝起きなど日常生活の大半
に介助が必要な方
①身体障害者手帳 1級または 2級
②療育手帳ⒶまたはＡ
③精神障害者保健福祉手帳 1級
④小児慢性特定疾病医療受給者または指定難病特定医療費受給者（介護保険法に定める被保険者に該当しない方）

・支給額
　1世帯あたり年額 4万円
・申請方法
　�①～④のうち該当する手帳や受給者証、介護者名義の預金通帳を福祉課障
害福祉係までお持ち下さい。

・申請期限
　令和 5年 8月 31日（木）

問い合わせ先　福祉課　障害福祉係　☎ ６８－２２１１( 内線 128)

■支給額
　　児童 1 人あたり一律５万円

■申請期限
　　令和６年２月 29 日（木）まで

■支給額
児童 1 人あたり一律５万円

■受給手続
◇支給対象者の①に当てはまる方
・申請は不要です。
・前回の給付金を受け取った口座へ、
  ７月頃に振り込みを予定しております。

◇支給対象者の②に当てはまる方
・申請が必要です。
・令和５年９月１日（金）から子育て支援課窓口にて申請受付を開始
いたします。
・申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、子育て支援
課へ申請してください。詳しくは、町公式ホームページをご覧くだ
さい。申請書の様式もダウンロードできます

■申請期限
令和６年２月 29 日（木）まで
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